
地域優良賃貸住宅制度の概要 
 

 

１．子育て世帯又は新婚世帯の定義 

  ・子育て世帯：同居者に 18 歳未満の者又は妊娠している者がいる者 

・新 婚 世 帯：配偶者を得て５年以内の者 
 

２．制度イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1)整備費補助 

 

 

 

  《整備基準》 

①５戸以上  ②準耐火構造等 

③規模が 25 ㎡以上  ただし、子育て世帯向けは 75 ㎡（共同住宅は 55 ㎡※）以上 

    ※公営住宅法に基づく３人以上世帯以上の目安が 50～65 ㎡ 

 

 (2)入居資格と家賃の低廉化補助 

① 入居資格は月額所得 38万７千円以下の者 

② 入居者のうち、家賃低廉化補助の対象は以下の表のとおり 

対象世帯 所得制限（月額） 低廉期間 

(1)子育て世帯 

18 歳未満の子どもが３人以上いる世帯 

21 万４千円 20 年以内 18 歳未満の子どもがいる「ひとり親世帯」 

小学校終了前の子どもがいる世帯 

18 歳未満の子ども又は妊娠している世帯 
25 万９千円 

６年以内 

(2)新婚世帯 配偶者を得て５年以内 ３年以内 

(1)・(2)以外の世帯 15 万８千円 20 年以内 

 

◇家賃低廉化補助対象者の負担額（家賃）は原則として公営住宅並み家賃となる。 

 

 

 

 

 

◇ただし、本来家賃が公営住宅並み家賃と補助金の合計額を超える場合は、差額は入居者負担。 

 

 

 

 

 

民間事業者等 子育て世帯等 ④-1 整備費の助成 

④-2 家賃の減額助成 

都道府県知事（市の区域内においては当該市長） 

①申請 ②認定 

１又は２階の低層住宅の場合は１/９ 

民間事業者 国 
(50％) 

補助金 

入居者負担額 
(公営住宅並み家賃) 

国 
(50％) 

補助金 
（最大４万円／月） 

③良質な賃貸 

住宅を整備 

⑤子育て世帯等 

向けに供給 

本来家賃（近傍同種の共同住宅と同程度の額） 

【入居資格は月額所得 38 万７千円以下】 

 

建設費の５/６ 建設費の１/６ 

別紙２-２ 

入居者負担額 
(公営住宅並み家賃) 

 補助金 
（最大４万円／月） 

本来家賃（近傍同種の共同住宅と同程度の額） 

【入居資格は月額所得 38 万７千円以下】 

 


